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　 名　称 動力
赤道

(遊歩道)
広場

管理用

通路
理　由

① 自転車（電動アシストを含む） 人力 ○ ○ ○

② 原動機付自転車（特定原付を含む） 内燃機関 × × ○ 歩道走行不可

③ 電動キックボード 電気 × × ○ 原付と同様の扱い。歩道走行不可

④ モペッド（電動バイク） 電気 × × ○ 原付と同様の扱い。歩道走行不可

⑤ 電動一輪車・二輪車 電気 × × ○ ブレーキ装置がない。歩道走行不可

⑥
スケートボード、

キックボード
人力 × ○ ○ 他の利用者へ危険を及ぼす可能性

⑦ 馬車 馬 × ○ ○ 他の利用者へ危険を及ぼす可能性

⑧
ローラースケート、

ローラーブレード
人力 × ○ ○ 他の利用者へ危険を及ぼす可能性

⑨ 幼児用車両 人力 ○ ○ ○ 遊具・玩具

⑩ 一輪車 人力 ○ ○ ○ 遊具・玩具

⑪ ローラーシューズ 人力 ○ ○ ○ 遊具・玩具

⑫
キックバイク、

ブレイブボード
人力 ○ ○ ○ 遊具・玩具

⑬ 車いす（電動を含む） 電気 ○ ○ ○ 福祉用具

⑭ シニアカー 電気 ○ ○ ○ 福祉用具

※走行可能であっても速度が速い、或いは蛇行走行などの危険走行について注意を行う場合があります。


